
令和５年度前期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

前期監査の結果に基づく措置等の状況通知＜前期監査報告書（令和５年９月２９日）＞

「処理」の実施状況

【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「処理」を実施したもの、又は基準日までに「処理」を実施することを決定したもの　　　　　　　　　　　３３件

【Ｃ：実施しないことを決定済】　基準日までに「処理」を実施することはできるが、何らかの理由により実施しないことを決定したもの　　　　　　　　　　１件

【Ｄ：実施することができない】　基準日までに手段が無く「処理」を実施するができないことを確認したもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４件

「再発防止策」又は「改善策」の実施状況

【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施することを決定したもの　　　３８件

○部局監査

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

1

市
民
部

市
民
税
課

【
重
点
】
切
手
等
金
券
類

の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、訂正の際は見え消
しで修正し訂正印を押印すべきところ、修
正テープで修正されているものがあった。

2
頁

1 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年５月１８日
に、使用者に使用枚数
や訂正時の状況を確
認。確認者の訂正印を
押印した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年５月１８日に、使用者が管理簿の注意事項に
気づくよう、蛍光マーカーを付した。
　令和５年６月２３日に、注意事項に「修正をした場合
は確認者に報告する」旨を追加した。切手の使用方法を
職員全員に周知した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

2

市
民
部

資
産
税
課

【
重
点
】
切
手
等
金
券
類

の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、訂正の際は見え消
しで修正し訂正印を押印すべきところ、訂
正印の押印がされていないものがあった。

2
頁

2 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２７日
に、切手等受払い管理
簿の残数（８月末）を
再確認し、確認者の訂
正印を押印した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２７日の課内打合せにおいて、当該指摘
の共有を行い、課内全員に切手管理のルールを周知徹底
した。
　管理簿の注意事項に蛍光マーカーを付し、管理簿ファ
イルに「修正した場合は確認者に報告する」旨を追加
し、注意事項を大きく表示したテプラを貼り付け記入時
に必ず気付くようにした。
　所属長及び庶務担当長が月末の在庫数及び管理簿の確
認、点検時の押印漏れ等がないか確認することを徹底し
た。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

3

市
民
部

資
産
税
課

【
重
点
】
切
手
等
金
券
類

の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、訂正の際は確認者
が訂正印を押印すべきところ、使用者が押
印しているものがあった。

2
頁

3 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２７日
に、切手等受払い管理
簿の指摘箇所に確認者
の訂正印を押印した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２７日の課内打合せにおいて、当該指摘
の共有を行い、課内全員に切手管理のルールを周知徹底
した。
　管理簿の注意事項に蛍光マーカーを付し、管理簿ファ
イルに「修正した場合は確認者に報告する」旨を追加
し、注意事項を大きく表示したテプラを貼り付け記入時
に必ず気付くようにした。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

－ 1 ／10－



令和５年度前期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

4

環
境
部

環
境
政
策
課

【
重
点
】
切
手
等
金
券
類

の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、訂正の際は確認者
が訂正印を押印すべきところ、使用者が押
印しているものがあった。

2
頁

4 Ａ：実施済
又は決定済

　切手等受払い簿の訂
正内容と理由を確認者
が担当者に改めて確
認。適正であることを
確認した上で、確認者
が訂正印を押印

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月８日の朝礼において、切手等受払い簿の
訂正方法を職員へ周知
　切手等受払い簿に、最新の記入例を添付したことで、
正しい訂正方法等を確認できるようにした。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

5

市
民
部

資
産
税
課

【
重
点
】
切
手
等
金
券
類

の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、使用枚数が未記入
であるにもかかわらず、確認者が確認者欄
に押印しているものがあった。

2
頁

5 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２７日
に、切手等受払い管理
簿の使用状況を再確認
し、確認者が未記入部
分に使用枚数を記入し
た。

Ａ：実施済
又は決定済

 令和５年６月２７日の課内打合せにおいて、当該指摘の
共有を行い、課内全員に切手管理のルールを周知徹底し
た。
 管理簿の注意事項に蛍光マーカーを付し、管理簿ファイ
ルに「修正した場合は確認者に報告する」旨を追加し、
注意事項を大きく表示したテプラを貼り付け記入時に必
ず気付くようにした。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

6

環
境
部

廃
棄
物
対
策
課

【
重
点
】
切
手
等
金
券
類

の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、使用枚数が未記入
であるにもかかわらず、確認者が確認者欄
に押印しているものがあった。

2
頁

6 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年５月２６日
に、未記入となってい
た切手の使用枚数を記
入した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年７月３１日に、管理簿下段の管理簿記載の注
意事項内に記載の「（４）確認は担当長以上。～行
う。」にマーカーを行うとともに「切手等の管理方法の
調査結果及び管理の再徹底について（通知）」を管理簿
の背表紙裏に貼付して、注意喚起を促すことにより、確
認漏れを防止することとした。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

7

環
境
部

清
掃
業
務
課

【
重
点
】
切
手
等
金
券
類

の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、確認者は前月から
の繰越枚数を確認した際は、切手等受払い
管理簿の確認者欄に押印すべきところ、押
印されていないものがあった。

3
頁

7 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２２日
に、当月の管理簿の
「繰越」欄に転記が
誤っていないか確認
し、確認者の印を押印
した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２２日に、切手管理簿の保管場所に『月
がかわったら繰越欄も記載・押印すること』と書かれた
テプラを貼付した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

－ 2 ／10－



令和５年度前期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

8

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
つ
か
う
課

【
重
点
】
切
手
等
金
券
類

の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、切手等受払い管理
簿の新たなページを起こした際は、確認者
は前ページの残数が正しく記載されている
か確認し確認者欄に押印すべきところ、押
印されていないものがあった。

3
頁

8 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月１２日
に、確認欄の保管枚数
に誤りがない事を確認
し、確認印を押印し
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　切手の用途を再確認した結果、総務部庶務課の「料金
別納郵便」で対応可能な郵便物であったため、令和５年
６月１９日以後は「料金別納郵便」で対応することとし
た。

※令和５年７月３日に総務部庶務課へ保管する切手を全
て返却。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

9

環
境
部

環
境
政
策
課

収
入
事
務

行政財産
目的外使
用料（自
然観察の
森マル
シェ）

【指摘】
　豊田市予算決算会計規則第３５条第１項
において、歳入を徴収しようとするときは
調定手続をしなければならないとされてい
るが、調定手続が行われておらず、納入も
されていなかった。

3
頁

9 Ａ：実施済
又は決定済

  調定手続と入金催促
を行い、令和５年５月
２５日に事務手続及び
入金完了

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月８日の担当打合せにおいて、目的外使用
許可から調定、納入通知、入金までの事務の流れを改め
て共有した。
　目的外使用許可の都度、起案者が一覧表に案件を記入
し、担当長が調定、納入通知、入金の各段階で漏れがな
いかをチェックするよう事務の進め方を見直した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

10

環
境
部

清
掃
業
務
課

収
入
事
務

行政財産
目的外使
用料（ご
みステー
ションの
電柱）

【指摘】
　行政財産目的外使用料の調定において、
誤った金額の調定を起票したが取り消され
ていなかった。さらに、正しい金額の調定
が二重に起票されていた。

3
頁

10 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２２日
に、財務会計システム
において、誤った金額
の調定伝票及び二重起
票の調定伝票を取り消
した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２２日に、月末に財務会計システムで
「事業別執行状況（歳入）」の収納率を確認するよう課
のスケジュールの末日に記載し、他の予定と合わせて朝
礼で読み上げることとした。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

11

環
境
部

清
掃
施
設
課

収
入
事
務

行政財産
目的外使
用料（藤
岡プラン
トの電
柱）

【指摘】
　行政財産目的外使用料の算定において、
第２種電柱で算定すべきところ、第２種電
話柱で算定したため、差額分の徴収漏れが
生じていた。

3
頁

11 Ａ：実施済
又は決定済

・令和５年５月１７日
に、相手方に事情を説
明し、追納分（７０
円）の入金を依頼し
た。
・令和５年６月２日に
追納分の入金を財務オ
ンラインで確認した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年５月２９日から、目的外使用料を決定すると
きに、担当者が自身で確認した占用料算定に関わる資料
及びチェックリストを決定文書に添付し、検討者及び決
裁者も同様にチェックリストに基づき確認を行うことと
にした。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

－ 3 ／10－



令和５年度前期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

12

環
境
部

清
掃
施
設
課

収
入
事
務

豊田市廃
棄物処理
手数料収
納事務委
託（渡刈
クリーン
センター
搬入分ほ
か３施
設）

【指摘】
　豊田市予算決算会計規則第５０条第１項
において、収納の事務を委託したときは会
計管理者に通知しなければならないとされ
ているが、会計管理者への通知が行われて
いなかった。

3
頁

12 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月１日
に、会計管理者へ私人
に歳入の収納事務を委
託したことを通知し
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２６日から、毎年度実施時期や期限等が
定められている定型事務に関するリストを作成、課内共
有することで見える化し、執行状況等の確認が誰でもで
きるようにした。また、事務を執行する際には、必ず根
拠規定等を確認して行うよう、課員への周知徹底を図っ
た。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

13

都
市
整
備
部

定
住
促
進
課

収
入
事
務

市営住宅
使用料等
徴収業務
（管理代
行）ほか
１件

【指摘】
　地方自治法施行令第１５８条第２項並び
に豊田市予算決算会計規則第５０条第１
項、第３項及び第５１条において、使用料
等の徴収事務を委託したときはその旨を告
示し、会計管理者に通知し、受託者に証票
を交付しなければならないとされている
が、いずれもされていなかった。

4
頁

13 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月１２日
に「使用料等の収納事
務委託（管理代行・指
定管理）に関する事務
について」の告示・会
計管理者への通知・委
託先への証票の決裁を
とり、令和５年６月１
３日に施行した。

Ａ：実施済
又は決定済

・事務の執行状況を把握するために活用している担当事
務進捗管理表に、今回の事務を追記した。
・市営住宅管理事務のファイルに、必要書類の目次・
チェック表及び電子決裁後の今回の事務の書面を添付す
ることで参照を可能にし、３年毎の基本協定締結時の事
務において事務の忘れを防止する。
・担当長の事務引継書の中に、事務の確認及び引継ぎが
できるよう、必要な事務として明記した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

14

市
民
部

市
民
税
課

収
入
事
務

市民税の
減免

【指摘】
　豊田市市税条例第４９条第２項第２号に
おいて、減免申請書に「年度（法人税割に
あってはその課税標準の算定期間）、納期
の別及び税額」を記載することとされてい
るが、令和３年に行われた豊田市市税の賦
課徴収手続等に必要な様式を定める規則の
一部改正では、当該記載事項の欄が削除さ
れていた。

4
頁

14 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２８日
に、以下のことを決定
した。
・申請者は減免の要件
を満たしているため、
減免そのものは有効と
し、納期、税額の記載
がない申請書の余白に
納期の別及び税額を補
記した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２８日に、以下のことを決定した。
・標準準拠システムの仕様確定後（令和５年８月予
定）、様式規則と条例の整合を図る改正を行う予定で
あったが、様式が示されなかった。減免申告書について
は今後も示されないと想定されるため、令和６年３月に
様式規則と条例の整合を図る改正を行う予定である。
・様式規則または条例の改正までは、申請書余白に納期
の別及び税額を記載する欄を設ける。
　令和５年６月２８日に、様式規則の改正を行う際の手
順に「条例との整合性の確認」を追加した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

－ 4 ／10－



令和５年度前期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

15

市
民
部

市
民
税
課

収
入
事
務

市民税の
減免

【指摘】
　令和３年に行われた豊田市市税減免規則
の一部改正により、減免に係る根拠規定が
改正されたにもかかわらず、令和４年度市
県民税の減免決定通知書において改正前の
根拠規定が記載されていた。

4
頁

15 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２８日
に、以下のことを決定
した。
・申請者は減免の要件
を満たしているため、
減免そのものは有効と
し、既に送付された通
知については回収等は
行わず、市で保管して
いる通知書の写しを修
正した。
・また、その旨をオン
ラインシステムのメッ
セージに入力し、問い
合わせに備えることと
した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２７日に、通知文を作成するエクセルの
修正を行い、正しい根拠規定が表示されように修正し
た。
　さらに減免チェック表の表記をわかりやすくした。
　令和５年６月２８日に、条例、規則の改正を行う際の
手順に「各種の文書作成エクセル等への影響の確認」を
追加した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

16

こ
ど
も
・
若
者
部

保
育
課

補
助
金
等
交
付
事
務

豊田市保
育所等給
食費軽減
対策補助
金

【指摘】
　豊田市予算決算会計規則第２５条におい
て、補助金は支出負担行為決議前に予算執
行伺を起案して決定を受けなければならな
いとされているが、交付決定時に予算執行
伺が起案・決定されていなかった。

4
頁

16 Ａ：実施済
又は決定済

　事後ではあるが、起
案・決定を受けた。

Ａ：実施済
又は決定済

　起案者は確実に補助金事務フロー、財務関係決定区分
表を確認する。また、起案文書に「財務関係決定区分
表」を添付し、見える化をする。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

17

こ
ど
も
・
若
者
部

保
育
課

補
助
金
等
交
付
事
務

豊田市保
育所等給
食費軽減
対策補助
金

【指摘】
　豊田市職務権限規程別表第２において、
５００万円超３，０００万円以下の補助金
に係る予算執行伺には財政課長の合議が必
要であるが、合議がされていなかった。

4
頁

17 Ａ：実施済
又は決定済

　事後ではあるが、財
政課に報告し承認を受
けた。

Ａ：実施済
又は決定済

　起案者は確実に財務関係決定区分表を確認する。ま
た、起案文書に「財務関係決定区分表」を添付し、見え
る化をする。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

18

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
つ
か
う
課

補
助
金
等
交
付
事
務

豊田市花
のあるま
ちづくり
事業補助
金

【指摘】
　交付決定後の手続において、豊田市予算
決算会計規則第２８条に基づいて支出負担
行為決議を行い、豊田市補助金等交付規則
第８条及び第１０条にのっとって計画変更
や実績報告の審査をしなければならない
が、これらの必要な手続が取られていない
ものがあった。

5
頁

18 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　補助事業が終了して
いるため、補助申請者
に対して事業計画変更
承認申請するよう指示
することはできないこ
とを令和５年６月２８
日に確認した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２８日から、交付要綱に基づき一連の事
務手続が適正に実施できるよう、「補助金交付案件一
覧」を作成し、当初交付決定額、支出負担行為額、変更
承認申請書の申請日、変更理由、変更決定金額等の項目
を入れるとともに、決裁時に添付することでチェックを
するように改善した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

－ 5 ／10－



令和５年度前期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

19

こ
ど
も
・
若
者
部

こ
ど
も
・
若
者
政
策
課

補
助
金
等
交
付
事
務

豊田市青
少年健全
育成振興
事業補助
金

【意見】
　豊田市青少年健全育成振興事業補助金交
付要綱第５条第２項において、「食糧費
は、食糧費を除く補助対象経費の合計の１
０分の１未満でなければならない。」とさ
れているが、当該規定により補助金額を算
定すると、全体の補助対象経費の額によっ
て補助対象となる食糧費の額が増減し、か
なり高額な食糧費が補助対象となりうる。
　補助金等交付のガイドラインにおいて、
事業と直接関係ない経費については原則と
して補助対象経費とはしないとされてい
る。例外的に認めるのであれば、一人当た
りの食糧費が高額とならないように、対応
策を検討されたい。

5
頁

19 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　令和４年度の補助金
交付事務は完了してお
り、遡って交付要綱を
見直すことはできな
い。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年４月１日から、研修・研究事業など、食糧費
が高額になり得る事業を対象事業から除外する形で補助
金交付要綱を改正することを、令和５年９月１５日に決
定した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

20

環
境
部

循
環
型
社
会
推
進
課

委
託
業
務

豊田市リ
サイクル
ステー
ション利
用者数調
査集計業
務委託

【指摘】
　委託契約事務の手引において、工程表は
委託業務届出書の一部であり、必ず提出さ
せることとされているが、工程表が添付さ
れていない委託業務届出書を受理してい
た。

5
頁

20 Ａ：実施済
又は決定済

　指摘後、直ちに契約
事業者から工程表を受
理した。

Ａ：実施済
又は決定済

　契約課が作成した「委託契約発注チェックリスト」の
着手関係書類の欄に「工程表は添付されていますか。」
を追加し、担当者と担当長のチェック欄を追加した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

21

環
境
部

循
環
型
社
会
推
進
課

委
託
業
務

ごみス
テーショ
ン巡回業
務委託

【指摘】
　委託業務仕様書において、受託者は本業
務の着手前に業務で使用する車両の検査証
の写しを提出することと定められている
が、提出されていなかった。

5
頁

21 Ａ：実施済
又は決定済

　指摘後、直ちに契約
事業者から車両の検査
証の写しを受理した。

Ａ：実施済
又は決定済

　契約課が作成した「委託契約発注チェックリスト」の
着手関係書類の欄に「仕様書等に記載の、着手前に必要
な書類が提出されていますか。」を追加し、担当者と担
当長のチェック欄を追加した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

22

市
民
部

資
産
税
課

委
託
業
務

固定資産
税（償却
資産）課
税資料入
力業務委
託

【指摘】
　豊田市個人情報の取扱い及び情報セキュ
リティに関する特記第４条第１項におい
て、作業場所を定めて作業責任者等報告書
にて報告しなければならないとされている
が、空欄のままで受理されていた。

6
頁

22 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２２日
に作業責任者に作業場
所が契約者本社内であ
ることや、それ以外の
場所で作業していない
ことを確認した。
　また令和５年６月２
７日に、作業場所が記
載された報告書の再提
出を受けた。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２７日の課内打合せにおいて、当該指摘
事項の共有を行い、課内全員に契約書類中の記載漏れや
記載誤りがないよう周知徹底した。
　提出書類は必ず複数名でチェックするとともに、委託
業務確認事項一覧により、担当者、担当長、検査員が
各々確認することで契約書類中の記載漏れや記載誤りを
防ぐようにした。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

－ 6 ／10－



令和５年度前期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

23

市
民
部

国
保
年
金
課

委
託
業
務

国民健康
保険被保
険者証
カード等
作成委託

【指摘】
　個人情報・重要情報消去（廃棄）承認申
請書及び報告書において、情報の名称欄に
は数量等の詳細を記入することとされてい
るが、詳細が記入されないまま受理されて
いた。

6
頁

23 Ａ：実施済
又は決定済

　委託業者にデータ全
件が確実に消去された
ことを確認し、数量等
を記載した個人情報・
重要情報消去（廃棄）
承認申請書及び報告書
の提出を令和５年６月
２６日に受けた。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２６日に、数量等の詳細を明記すること
の事務手順書への追記と、引継書の作成を行った。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

24

市
民
部

国
保
年
金
課

委
託
業
務

国民健康
保険被保
険者証
カード等
作成委託

【意見】
　市からの提供データを元に国民健康保険
被保険者証カード等の作成を年２回行わせ
ているが、提供データの消去は年１回のみ
であった。
　提供データは個人情報を含むものであ
り、その都度消去する方が情報セキュリ
ティのリスクが軽減されるため、適切な対
応を検討されたい。

6
頁

24 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　委託業者によって令
和５年２月２５日に
データ消去済みのた
め、遡って処理するこ
とができない。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２６日から、納品完了の都度、個人情
報・重要情報消去（廃棄）承認申請書及び報告書の提出
を求めることとし、令和６年度以降の委託仕様書には、
その旨を明記することの事務手順書への追記と、引継書
の作成を行った。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

25

こ
ど
も
・
若
者
部

こ
ど
も
・
若
者
政
策
課

委
託
業
務

令和５年
二十歳の
つどい開
催事業業
務委託

【指摘】
　委託業務仕様書において、受託者が業務
の全部又は一部を他の者に再委託すること
を禁止しているが、会場設営を再委託して
いるものがあった。

6
頁

25 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　委託期間が終了して
いるため、仕様書の内
容を修正できない。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年度に作成する仕様書については、令和５年６
月１４日に、再委託に関する記載を「業務の全部を一括
して又はこの業務における主たる部分である式典・記念
行事の企画及び実施を第三者に再委託してはならな
い。」と改めた。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

26

都
市
整
備
部

建
築
予
防
保
全
課

委
託
業
務

足助給食
センター
廃水処理
施設保守
点検業務
委託

【指摘】
　受託者から提出された委託業務再委託承
認申請書について、豊田市業務委託事務要
綱第１６条第２項に規定される承認・不承
認の手続が行われていなかった。

6
頁

26 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月３０日
に再委託承認決定書を
作成し、承認を受けて
交付済

Ａ：実施済
又は決定済

　担当者は契約事務書類チェックリスト（契約課様式）
を使用して事務の確認をし、検査員はチェック項目を検
査確認事項とする。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

－ 7 ／10－



令和５年度前期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

27

こ
ど
も
・
若
者
部

保
育
課

委
託
業
務

豊田市子
育て支援
拠点事業
堤子育て
支援セン
ター運営
業務委託

【指摘】
　変更積算書において、変更する項目以外
は当初積算書の記載内容を転記すべきとこ
ろ、誤った積算金額を記入している項目が
あった。

6
頁

27 Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　変更金額の根拠が明
らかで請負率による算
出が適当でなく、変更
契約金額は正しいた
め、変更契約積算書の
修正箇所を赤字修正す
るのみとする。

Ａ：実施済
又は決定済

・課内で情報共有するとともに、委託契約事務の研修を
行う。
・担当者及び検討者等は確実に委託契約事務の手引を確
認する。
・委託契約事務のチェックリストと合わせ、内容の確認
を確実に行う。
・不慣れな職員が委託契約事務を担当する場合のフォ
ロー・チェックを上司が確実に行う。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

28

こ
ど
も
・
若
者
部

こ
ど
も
・
若
者
政
策
課

委
託
業
務

豊田市若
者サポー
トステー
ション運
営業務委
託

【指摘】
　委託検査調書において、検査項目及び内
容が未記入のまま決裁されていた。

7
頁

28 Ａ：実施済
又は決定済

　未記入の検査項目及
び内容を令和５年６月
２６日に記入した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２６日に、当該事務に関するフォルダ内
に、委託検査調書に記入すべき項目を記したメモデータ
を保存した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

29

こ
ど
も
・
若
者
部

保
育
課

委
託
業
務

公立こど
も園手洗
い場の温
水化業務
委託
 ほか２件

【指摘】
　委託完了検査調書において、検査項目欄
の記載事項が委託内容と整合しないものと
なっていた。

7
頁

29 Ａ：実施済
又は決定済

　正しい検査項目及び
内容を令和５年６月２
６日に記入した。な
お、同内容で委託業者
に通知した委託検査結
果通知書については、
あらためて通知する
旨、令和５年６月２６
日に決定済

Ａ：実施済
又は決定済

　監督員から検査員に対し、立合検査の結果報告を行っ
てから委託検査調書の起案を行うよう事務手順の見直し
を行う。また、委託フォルダー内の引き継ぎ事項に当該
内容を記載し、事務手順が確実に引き継がれるようにす
る。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

30

都
市
整
備
部

建
築
予
防
保
全
課

委
託
業
務

豊田市公
設地方卸
売市場ほ
か１施設
消防用設
備等保守
点検業務
委託　ほ
か１４件

【指摘】
　複数年度契約の各年度の業務完了時に検
査を行った場合は、その結果を委託検査結
果通知書により受託者に通知することとさ
れているが、通知されていなかった。

7
頁

30 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月３０日
に検査結果通知書を作
成し、契約者へ状況説
明の上、通知済

Ａ：実施済
又は決定済

　担当者は契約事務書類チェックリスト（契約課様式）
を使用して事務の確認をし、検査員はチェック項目を検
査確認事項とする。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

－ 8 ／10－



令和５年度前期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

31

市
民
部

国
保
年
金
課

委
託
業
務

国民健康
保険高齢
受給者証
カード等
作成委託

【指摘】
　変更契約後に業務完了とすべきところ、
変更契約日よりも前に完了届が受理されて
いた。

7
頁

31 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２６日
に、完了届（令和５年
３月３１日完了）の再
提出を受けた。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２６日に、変更契約に伴う完了届の注意
点を事務手順書に追記した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

32

環
境
部

環
境
政
策
課

委
託
業
務

豊田市自
然観察の
森の管理
運営等に
関する指
定管理業
務

【指摘】
　基本協定書第１９条第２項において、指
定管理者は管理運営に係る経費の収支状況
を記載した月次報告書を提出することとさ
れているが、収支状況が記載されていない
月次報告書が複数あった。
　また、提出している場合でも、記入漏れ
があり、不完全な収支状況しか記載されて
いなかったが、市はそのまま受理してい
た。

7
頁

32 Ａ：実施済
又は決定済

　４月～７月の収支状
況及び不完全な収支状
況については、確定し
た最終収支状況報告に
より確認済

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月１３日の月例会議において、指定管理者
と改めて基本協定の内容を確認し、月次報告で提出が必
要な書類を共有した。
　経費の収支状況の報告については、未確定な経費の金
額が確定したら、直近の月次報告会で報告させ、確認す
るように見直しを行った。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

33

環
境
部

環
境
政
策
課

委
託
業
務

豊田市自
然観察の
森の管理
運営等に
関する指
定管理業
務

【意見】
　基本協定書第１３条第２項において、日
常的な小規模修繕等は指定管理者が実施す
るものと定められている。月次報告書にお
いて「小規模修繕等実績」表に１０件の修
繕内容の記載があるが、修繕内容の分かる
報告書や執行金額が確認できる見積書・請
求書等は確認できなかった。
　修繕費は年度協定書において指定経費に
規定されており、過不足が生じた場合には
精算が必要となる。適正執行の観点から、
修繕内容や金額の確認を厳正に行われた
い

8
頁

33 Ａ：実施済
又は決定済

　指定管理者から見積
書・請求書等の提出を
受け、内容を確認済

Ａ：実施済
又は決定済

　より適正な管理を行うために、月例報告において、小
規模修繕等実績表の添付書類として、修繕の実施報告書
及び見積書・請求書等を提出するよう変更し、担当内で
共有した。
　また、令和５年６月１３日の月例会議において、指定
管理者にも上記内容を共有し、毎月の月次報告会で、修
繕の実施報告や見積書・請求書等の提出に漏れがない
か、小規模修繕等実績表の添付資料提出日欄でチェック
するよう見直しを行った。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

34

環
境
部

環
境
政
策
課

委
託
業
務

豊田市自
然観察の
森の管理
運営等に
関する指
定管理業
務

【意見】
　実績報告書には自主事業の実施状況及び
収支状況を記載すべきところ、概要しか記
載がなかった。
　自主事業の実施状況は豊田市公の施設に
係る指定管理者の指定手続等に関する条例
第５条第４号に規定する事項であり、年度
を通じた実施集計が分かるよう、詳細に記
載するよう指導されたい。

8
頁

34 Ａ：実施済
又は決定済

　指定管理者から販売
実績額の報告を受け、
内容を確認済

Ａ：実施済
又は決定済

　行政改革推進課の通知に基づき、自主事業の実施概要
だけでなく、収支状況についても報告するよう見直しを
行うとともに、令和５年６月８日の担当打合せにおい
て、担当内で共有した。併せて、年度末の月例報告で当
該資料の提出が必要であることを担当者が確認するよう
見直しを行った。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

－ 9 ／10－



令和５年度前期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

35

都
市
整
備
部

公
園
緑
地
つ
か
う
課

委
託
業
務

豊田市
鞍ヶ池緑
地の管理
運営等に
関する指
定管理業
務

【指摘】
　基本協定書第１９条第２項において、指
定管理者は管理運営に係る経費の収支状況
を記載した月次報告書を提出することとさ
れているが、市が支払った指定管理料の金
額・回数と異なる誤った内容の月次報告書
を提出し、市は誤ったまま受理していた。

8
頁

35 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月９日
に、「管理運営に係る
経費の収支状況報告
書」において、金額誤
りを修正し、収入月を
毎月でなく年４回の実
績に修正した。

Ａ：実施済
又は決定済

　「管理運営に係る経費の収支状況報告書」の様式につ
いて、令和５年６月９日以降、本指定管理では収入がな
い月の欄に斜線を引き、関係のない収入項目を削除する
ことで、そもそも誤った記入ができないよう様式を改善
した。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

36

こ
ど
も
・
若
者
部

こ
ど
も
家
庭
課

そ
の
他

豊田市低
所得の子
育て世帯
に対する
子育て世
帯生活支
援特別給
付金（ひ
とり親世
帯分）支
給事業

【指摘】
　健康保険法等の一部改正により、被保険
者証に記載の保険者番号及び被保険者等記
号・番号については、健康保険事業又はこ
れに関連する事務の遂行等の目的以外で告
知を求めることが禁止された。これによ
り、提出書類に添付される被保険者証の写
しには保険者番号等にマスキングを施すこ
とが必要となったが、行われていなかっ
た。

9
頁

36 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２３日
に申請書を再確認し、
マスキングの必要のあ
るものについてはマス
キング処理を実施。

Ａ：実施済
又は決定済

　今年度も同様の給付金事務を実施しているため、再発
しないように担当内に「本人確認等における医療保険の
被保険者証の取扱いについて」（令和２年９月２４日付
け法務課長通知）を令和５年６月２３日に回覧し、マス
キング方法を担当職員で再確認した。なお、令和５年度
給付金申請書受理後の審査では、必ず職員を含むダブル
チェックにより再発防止を徹底している。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

37

都
市
整
備
部

建
築
相
談
課

そ
の
他

豊田市民
間木造住
宅耐震改
修工事等
補助金

【指摘】
　健康保険法等の一部改正により、被保険
者証に記載の保険者番号及び被保険者等記
号・番号については、健康保険事業又はこ
れに関連する事務の遂行等の目的以外で告
知を求めることが禁止された。これによ
り、提出書類に添付される被保険者証の写
しには保険者番号等にマスキングを施すこ
とが必要となったが、行われていなかっ
た。

9
頁

37 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２１日
に、後期高齢者医療被
保険者証の被保険者等
記号・番号等にマスキ
ングを実施

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２１日に、補助金交付チェックシートに
保険証及びマイナンバーカードの「マスキング実施」項
目を追加

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

38

都
市
整
備
部

建
築
予
防
保
全
課

そ
の
他

豊田市公
設地方卸
売市場製
氷施設保
守点検業
務委託

【指摘】
　健康保険法等の一部改正により、被保険
者証に記載の保険者番号及び被保険者等記
号・番号については、健康保険事業又はこ
れに関連する事務の遂行等の目的以外で告
知を求めることが禁止された。これによ
り、提出書類に添付される被保険者証の写
しには保険者番号等にマスキングを施すこ
とが必要となったが、行われていなかっ
た。

9
頁

38 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年６月２１日
に健康保険被保険者証
の「記号」「番号」
「保険者番号」にマス
キングを実施済

Ａ：実施済
又は決定済

　契約事務書類チェックリスト（契約課）に健康保険被
保険者証が添付された場合の注意事項を追記し、担当者
は事務の確認を実施。また、検査員はチェック項目を検
査確認事項とする。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
日

－ 10 ／10－


